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第８期 相談支援部会の活動報告 

 

１ 相談支援部会の設置目的 

基幹相談支援センターが、地域の相談支援事業所や医療機関等、様々な関係機関と連

携し、地域の相談支援体制を強化する取組の検討を行う会議体として、「相談支援部会」

を設置する。 

 

２ 相談支援部会構成員 

部会長 令和４年 小池 睦美 （板橋区立障がい者福祉センター 所長） 

令和 3 年 山口 悟  （板橋区立障がい者福祉センター 所長） 

副部会長 秋吉 麻帆 (地域活動支援センター スペースピア 施設長） 

部会員   相談支援事業者 ６名、 

基幹相談支援センター、発達障がい者支援センター、児童発達支援センター、民生委

員、障がい当事者等、保健・医療関係者 各 1 名 

障がい者相談員 ２名、区職員 3 名 

 

３ 第８期 協議事項内容 

   板橋区障がい者計画 2023 障がい福祉計画（第 6 期）・障がい児福祉計画（第 2 期）

に基づき、令和 3 年度第 1 回地域自立支援協議会において、相談支援部会の協議事項

を以下のとおりとしている。 

（１）地域生活支援拠点等の緊急時の相談・受入体制の整備・充実 

（２）基幹相談支援センターの機能強化 

（３）障がいの特性に応じた相談と関係機関への円滑な接続ができる体制の検討・整備 

     

４ 第 8 期 部会内容の報告 

令和３年度  

第１回 

日 時 令和３年９月１０日（金）から９月 21 日（金）まで 

開催方法 書面による会議 

報告・協議事項 ・ 基幹相談支援事業所からの連絡会実施状況等の報告について 

・ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況について 

・ セルフプランに関する協議について 

・ 地域生活支援拠点等の整備における「緊急時の受入体制」について 等 

第２回 

日 時 令和３年 12 月 22 日（水）10 時～ 

開催方法/場所 対面開催 / 板橋区役所 北館９階 大会議室 B 
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会議の公開 公開（傍聴できる） 傍聴人数 2 名 

報告・協議事項 

 

 

・ 各連絡会実施状況、基幹相談支援センター事業の業務内容と実績 

・ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況について  

・ セルフプランに関する協議について 

・ 地域生活支援拠点の整備における「相談機能の充実」について  

第３回 

日 時 令和 4 年 3 月 30 日（火）10 時～ 

開催方法/場所 オンラインを併用した対面 / 板橋区役所 北館 9 階 大会議室 B 

会議の公開 公開（傍聴できる） 傍聴人数 ２名 

報告・協議事項 

 

 

・ 基幹相談支援センターの令和３年度各連絡会実施状況、業務内容 

実績 

・ 地域生活支援拠点等の整備について 

・ 令和４年度 板橋区基幹相談支援センターの取り組み 

・ 相談支援部会からの提案（案） 

・ ココロネ板橋 相談事業の概要説明 

 

令和４年度  

第１回 

日 時 令和 4 年６月２日（木）10 時～ 

開催方法/場所 対面 / 板橋区役所 北館 11 階 第一委員会室 

会議の公開 公開（傍聴できる） 傍聴人数 ２名 

報告・協議事項 ・令和４年度 板橋区基幹相談支援センターの取り組み 

・計画相談支援・障がい児相談支援の充実について 

・板橋キャンパス跡地活用プランについて 

・地域生活支援拠点等における相談支援機能の充実について 

・板橋区新型コロナウイルス感染症在宅要介護者ヘルパー派遣 

事業について 

・障がい当事者部会への質問に対する回答 

第２回 

日 時 令和４年 10 月 27 日(木) 10 時～ 

開催方法/場所 対面 / 板橋区役所北館９階 大会議室 A 

会議の公開 公開（傍聴できる） 傍聴人数 ４名 

報告・協議事項 

 

 

・ 基幹相談支援センターの事業報告 

・ 計画相談支援・障がい児相談支援の充実について 

・ 地域生活支援拠点等の整備 （仮称）安心支援プランの運用について  
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第３回 

日 時 令和 5 年 2 月 24 日（月）10 時～12 時 

場 所 対面 / 板橋区立グリーンホール 1 階ホール 

会議の公開 公開（傍聴できる） 傍聴人数 ２名 

報告・協議事項 

 

・ 基幹相談支援センターの事業報告 

・ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況について 

・ 地域生活支援拠点等の運営に伴う相談支援事業所の連携について 

・ 第８期 相談支援部会の活動報告  

・ 令和 5 年度 協議会への提案について 

５ 第 8 期 相談支援部会の協議事項に対する取り組みについて  

（１） 地域生活支援拠点等の緊急時の相談・受入体制の整備・充実について 

・ 地域生活支援拠点等の緊急時の相談体制を充実させるため、（仮称）安心支援プラン等の運

用について、事前に意見を募った。 

・ 板橋キャンパス跡地における障がい者（児）福祉施設の開設に向け、準備を進めてきたところであ

るが、事業の見直しを行うこととなったため、新たな体制を含めて、次期以降検討していく。 

（２） 基幹相談支援センターの機能強化 

・ 基幹相談支援センターの機能強化を図るため、令和 4 年度より人員を一人増員し、相談支援事

業所へのアウトリーチ事業を開始。区内の相談支援事業所の訪問等を実施し、冊子を作成。令

和 5 年度より、支援機関等に配布予定。 

・ 令和 3 年度に、基幹相談支援センターが区内の短期入所の状況を確認し、板橋区社会資源ガ

イドマップ（短期入所）を発行し、支援機関（区内の相談支援事業所など）に配布した。 

・ 地域生活支援拠点等の機能の一つである専門的人材の育成、確保というところで、医療的ケア、

精神障がい、強度行動障がい者支援に関する支援者向け研修動画の配信を実施した。 

（３）障がいの特性に応じた相談と関係機関への円滑な接続ができる体制の検討・整備 

・ 基幹相談支援センターで、相談支援事業所実務担当者連絡会や板橋区地域生活移行支援連絡

などを主催。また、障がい児相談支援事業者の交流会などに基幹相談支援センターも出席し、相談支

援部会で報告を行った。 

・ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム検討状況を報告し、意見を募った。 

（４）その他 

・ 従来より継続しているセルフプランに関する協議の場において、課題である本来計画相談が必要と

思われる障がい当事者、家族に向け、サービス等利用計画の周知、啓発について、計画相談出

張説明会を企画し、実施することとした。 

 

※部会の配布資料については、ホームページ上に公開しております。 


